
0/0本会議での 調罐難頭議誡醍虹砲 議案への戸圏の質疑原稿メ看

13番無所属 。「革命 21」 の戸田です。 7ごZ平万戸下覆Tみヽ
「議案第35号 :門真市営住宅条例の一部改正について」で、
まず、

薇っ、ク歓孝4んで月撃ハワイ■Zじ

陀018年度から7つの市営住宅全てを指寇管理にする」という方針を出している事にっいて質疑します。

Ql:非常に唐突で、その必要性 0切迫性についてこれまで何の説明も無かったので首を傾げざるを得ないが、|

それは一旦横に置くとして、

「新橋市営改良住宅」に関しては、「住民に耳を傾けてもらえる移転の条件 。ビジョン提案作成の検討委員
会」を立ち上|ずて対処しているもので、そうぃった経緯を踏まえた対応を取りようのない指定管理業者絣住民と
接する事になれば、これまでの信頼関係が台無しになり、たちまち|こ 嚇 閥題での市との接触自体のポィコ
ットJになるのは目に見えている。

「だから少なくとも新橋市営改良住喧に関してIょ ょ旨定管理移行の対象から|まずすべきだJ、 という指摘を、
私は譲運での議案提示を受けて行なった。
それに対するまちづくり音sの私への回答|ム 貯釉 管理業者は単純な建物の管理や補 修業務や家賃回収を行

なうだけで、移転検討委員会問題については全くタッチせ或 移転検討委員会問題については従来通り市職員
だけがタッチするので問題なも地、とぃうものだった。

このように、晰 橋市営改良住宅が指定管理に移行しても、指定管理業者は単純な建物の管理や補修業務や
家賃回収を行なうだけで、移転検討委員会問題については全くタッチせず、移転検討委員会問題については従来
通り市職員だけがタッチする」、という事が市の方針である事を、まずはこの本会議の答弁で明言してもらいた
い力く、 どうか ?

Q2:市からそういう国答を得た後に、私は新橋市営改良住宅の F住民の公」のある投員の方に会って、市の国答
を伝えた。

しかしこの方の反応|ょ 職 階では私の個人的意見だけれど
'も

」という隈に付きなから、
「たとえな建物の管理や鶴修などの単純業務を行なうだけ、でぁっても市当局以外輻 対鑢 管理業者として
関わるのなら|よ 移篭許考臨播 員会問題での市との対応は全てポィコットして、死ぬまでここに住み続ける
だけだ」、

この厳しい意見を述べた。

もしもこうもヽう意見が「住民の金」の設員会で採択される事になれ|ム その瞬閥から、これまで市が積み重ね
てきた検討委員会方式での努ヵは全て瓦解し、彼1日不可能な事態になってしまうが、市はどう考えているoか ?

-2)「2018年度から新橋改良住宅を含めた 7つの市営住宅全てを指定管理にする」という方針を
に説明して、理解納得を得ているのか?

(「既に説明した」のであれば、ぃつ、どのような形で、どのように説明して、どのように理解納得を得
たのか?)

-3)も しも Fまだ「住民の食Jの理解納得を得ていない」とすれ|ょ

来週旱々の 6/12(月 )の総務建設委にこの議案を出す時に、
i儡改良住宅につもヽては移転問題が解決するまでは指寇管理の対数にしなぃ』

という限定を開なした議案審議にしなけれ|ょ

0/12段階で「住民の金」と市この信頼関係崩壊―検討委員会方式崩壊kとなってしょうが、市ほど
.う

考
えているのか?

「住民の会」
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次に 同罐艶類影配睡麺自 での「明渡請水要件の見直b」 について質疑を0ます。

鶉 宅条倒改正Jでの F明渡請求要件の見直し』には、現状の規定をより緻密にするものだnii、 その土台は

明 状の規定では不法占有を判定するのに不十分だ」、という事だ、と市は説明してし`るが、この説明はデタラメ

][]講?鵞鱚雖骰繹楯評翫:胃£[鰤
i量箋 覺 幽 幽 蟻 劃 J

(3月議会の私の質問ではこの男を「 KT」 と呼びましたが、市の調査報告では「A」 と呼んでいるので、私も

今後は「 A」 と呼ぶことにしますが、)

この「A が、l③ 数年から
"年

近くに動蔓つて、 た

員pち、 ンションに験 しているのに 占有して、そこ{こ 置き続け、それを私に指摘さ

れて、市が調査に乗り出さざるを得なかつた事件である。

この事件について|ム 私が 2月から本格的に調査結果を出し、近隣住民の聞き取り結果も沿えて、3/9本会議質

問、3/17文教委所管事項質間で厳しく追敗した。

市は 3/9本会議答弁で、「本人への 1回国の間き取り調査を行つており、31き続き事実関係を調査しているとこ

ろ」だと答弁した。

・ 。。そういう事を踏まえて、以下に質疑する。

Ql:市は現状の明け渡し規定=「他iこ住寵を取得し、生活の本拠を移したとき」の意味|よ

「他に住宅を取得し、『かつ』、生活の本拠を移したとき」であり、

また、 F・l■に住宅を取得し」とは

「分譲マンションや一戸建て等の結ち家を持つことJに限定される、という事であるから、

本人供述において

け」、と自認している

～ 3回来ただ

(1)なのマンションに住み続l~9てし、そこはへの持ち家でない』

限 の家に2004年から13年間も して、

「A」 の場合でも、

θ)鶉 は郵便物受け取りに月 2～ 3回来ただけ」のと口認や、

2◎14年 1⊇/3～ 盆017年 3/26の 2年 4ヶ月に渡つて7k道闘栓 (2X道停止)協てもヽた、

とbヽう客観事実から、「生活の本拠を守国市の娘のマンシヨン〔こ移していた」

場合でも、

6)『他に持ち家を取得していた」『かつ』、生活の本拠を移したとき」に該当bないから、

「A」 の 2∞4年から2017年 3/26の 7×道停止中の生活に至る期間|よ 勇剛犬の市営住宅条例の規寇では、

市営住宅の現け渡し講求の対象とならない、

と今でも本気で考えてbヽるのか?!

F生活の本拠が市営住宅に無くて守国市の娘のマンシヨンで 10数年間がそれ以上居柱しているのに、そのマン

ションが自分の新有物でさえなければ、市営住宅の不法占有に当たらないJ、

くても、
‐―

‐

るヽのに、そ
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ている

条例条文の意味たと、本気で考えていうのか?!
で の
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◎まず、耐凸 管理問題遍の答弁に期する感想を述べますと、00000

◎次に市営住宅の明け渡し要件についての書弁についてですが、金く果れたトンデモ解釈だと言わざろを得ない。
「生活の本拠が市営住宅に無くて寄国市の娘のマンションで10数年間かそれ以上居住しているのに、そのマン

ションが自分の所荷物でさえなl~lれば、市営住宅の不法占有に当たらないJ、 というわけですから。

そうそう市には、市賞住宅の不法貞菊l尋厳工I鉄寸処しようにいう気持ちが傘く感じられない。
不法占有男「A」 の新橋住宅占有継続や住民票登録の違法継続を容認擁護する姿勢が見え見えだ9  ‐‐ .

′‐ ||, 1■ i l l■ |‐ ‐ ‐||.1■ .11t‐  | ・ ‐
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「A」 は、市の各部署からの聞き取り調査に対して、水道停止をしていた時期のおいても、3/27から水道再開

して、若干の居住実態を装い始めて以降も、

「なぜ住民票を新橋住宅の部屋に置しヽているが こついて、 して 』ヽへのポランティア活動をす

つてし

こり辱ささしヽ 「市彎住宅の目的外使用」を日認した暉他なら奪い]

市は 陽 れは市営住にの目的外使用であつてダメですよ。ボランティア活動のた∞なら男%か アパー トを

借りて下さいJ、 と機望購預夕べきなのに、そういうま旨摘iま全く行っていない ! (市の調査記録 0議事録からそれば

明白 !)              ―

そもそれ衣ム蠅蝿K菫登重鰤姓迎塾重塑は るうでずつとヽ 娘のマンションに蛛 できた」(実際には 2000

-し
墨な量≧のだから、

「Aを聞真市の市営住宅の住民吸いして 竜 のだ !

―            ~~~~

″=数自身型整壺董菫聾理駆聾奎妻が瑾墜萎塑誕ヨ≦22二奎る。

そこで聞くが、

Q2:市が現在の認識を根本的に改фて、市営住宅の不法占有を厳正(こ取嘲締ま 今回の

鋼 で「明渡扉赫電器擦制瓢直じ」をしたとしても、

貯 国市の娘のマンション、というちゃんと住のる住居を持つA」

甲雅季』プMDポランティア活動のた∽に新橋住宅の部屋を占有し続l~lる A」

について、

F明渡請求の対象とするJ事は出来ないままになるはずだ力ヽ と
'うか?

「 3③ 圏以上の不使用」に該当しないし、

F共同の利なに著しく反するな Jでも、

「能に住宅を取得等したとき」でもなく、

「化に生活の本拠を移したとき」にも

該当 、ヽという判断を、今薇市の姿勢ではするに違いないとしか思えなひが、

うか?l
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① 3 市当局全体の責任であり、直接の責任警Б書は『まち
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しかしまらづくり部|ム 私が3月議会の 3/17文教委頃に、

するoln~最も有益で、

Aが新橋住宅を「生活の本拠にしてbヽ6か否か」、「
熱優隼室に属住実態を持つか否ヵ可…な ス め I「暴 お 轟 7 識 為 ヾ罵は +2藤  ⌒ 一 "ん 、 1_ F_⌒ _一 __

る唯―のデータとして、「Aの居自の月ご
'ど

を調べ し、

Fも拘わらず、
せなかった「4//28市の

そして市|よ、5/15になっマ私に村可,「4/m半J定」をした時に、「近隣住民への間き取り調査は全くしなかったし、今後も吃壊と|よ思わなし、」、と説明したし、
水道使用量につもヽてIま、市         バ、m■重盤2X初めて、「個人のプラィバシーに関ゎ6惰報だへ^市 犀汁 襲叡 シ 17ネ 喬二から、市民笙活部としてそのデータを上下水道局に請求しなぃ事を決め感 ご鏃鶉

の 資えへ
私力文 3

→
ι

、まちづくり部の責任をすも して2夕用半も経つてから市鰊 輻ヾこ デタラメ

しかも「水道のデータを上下2x道局に求のなt弯動文 しヽつ 0どのように決まったのかの経緯を出せJと市民生活書5の幽圏次長に求のたら、ぃ/15に戸圏議員から言われてから市民牛活部7協議 |.7撫高ル | ン1、 ヘ ーh士ブ剛
'Vノ

製 回 公 奴 !崚経 の だ つ 、 10/ゃ IIぽ
甲 議 員

η)う言 わ れ て か ら 市

の経緯を全く無視したデタうメロ登奪申しで書た始末である。
して球のた」、こもヽう、これまで

その中では「月こ性の水道使用量のデー刻ょ住属の転出囲を確にするものではなぃ」とぃぅ言い方で、
態があるか否かの推にが出来る董要なデ・―夕でぁるJ事を誤魔化す詭弁まで弄してぃる。

た。

「闘 婆

(1)F明け渡し請求要件薇
「近隣住民の聞き収りJも

を今回のように改正しても、市は不法占有疑なが通報された者にっいて、
「ak道使用量の調査」もせずに、

そこで質疑するが、

「AJ I うに ι

その程度の調査で、確信的意図的な不法占有者を満発出来ると考える理由は何か?

(2)市 iよ私に対して、

「月こ
'と

の2x道使用量を調べ3と、
に飛る |

いつ何回トイレを使ったとかお風呂費使ったとかのカ ィバ3

(3)まちづくり部|ム 3月議会時期回よ「A」 の水道使用量を調査する事について、
それが「居住実態があるか否力¶ を推定する重要で椰 査でぁる事につしヽて、
それなの(こ、その判踊 ヽ しヽつどのょぅに変わってぃったのか、
まちづくり部として答弁されたしヽ。

たし力ヾ こ同意してしヽた。

以上で質疑を終わりますが、市の答弁を受ける前に一言追加しておきたぃ。
市の答弁内容は、昨日の答弁協議で既に確認済みであって、その内容は全くロクでもないものです。

しかし門真市議会では「本会議では再質問再質疑は 1回だけ」、とぃぅ事が議員の多数派によって音に決められ
たまま、変えられてぃないため、私はそうぃぅロクでもない再答弁を受けても、それに突っ込んだ再々質疑をする
事ができません。

羊しい調査を

T』重J‐              茎_螂 文のトンデモ解釈によって、日まかに居住の本拠が」あって
1ニヱヱ三と■査i■亙坐選i市営住宅の明け渡じ対象にならないから、詳しい調査を

1甲学隼了いくら使つたかを調べる事ヵゝ な世

≡1竃薩妻亜ぎろ蕪び市憂 モ正 すてもLこれ |ま市営住宅の管理と

'ま

関係なl、か



ら咎めなぃ」、というとんでもない屁理屈です。

の不法占有問題につぃて私が3月議会で厳しく取り上げ、市が「調査してぃるところた」と答弁牢 |■ 9日 陽離7「 71/ミ首⌒ /_L FFl重 ′―⌒ __ロ ニ̈― .実は 2大ldィ 押夕1石 (・ 1小運のイ史用量につい
質問議員である私に対 して、6/9本 国(

な量」という事を決定してぃ夏こと下τ万弓こ貝同峨貝 (・の0私に対して、6/9本 国の答弁原稿を出すまではI切隠してぃたのです

さらに、「A」

している一方で、
の2月の事実を、

これほど議員こ議           っか !?

この事を、特に総務建設委所属の議員のみなさんは、念頭に置ぃて市の答弁を聞き、来週月曜日の総務建設委での審議に活用してぃたたさたぃと思います。
こ

'青

聴ありがとうござぃました。


